
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）

（
生
活
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

生
活
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）

（
老
人
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

老
人
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
五
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）

第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
六
条
の
十
六
第
二
号
中
「
及
び
第
二
号
」
を「
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
」

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
二
号
中
「
及
び
第
二
号
並
び
に
」
を
「
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
」
に
改
め
る
。

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
六
十
号

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
施
行
令

内
閣
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
次
脳
機
能
障
害
と
な
る
認
知
機
能
の
障
害
）

第
一
条

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
認
知
機
能
の
障
害

は
、
記
憶
障
害
、
注
意
障
害
、
遂
行
機
能
障
害
、
社
会
的
行
動
障
害
、
失
語
、
失
行
、
失
認
そ
の
他
の
認
知
機
能
の

障
害
（
先
天
性
疾
病
に
よ
る
認
知
機
能
の
障
害
、
周
産
期
に
お
け
る
胎
児
又
は
新
生
児
が
受
け
た
脳
の
損
傷
に
よ
る

認
知
機
能
の
障
害
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
知

症
及
び
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
に
該
当

す
る
認
知
機
能
の
障
害
を
除
く
。）と
す
る
。

（
大
都
市
の
特
例
）

第
二
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、指
定
都
市
が
処
理
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
中
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平

成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
五
の
改
正
規
定（「
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
百
十

五
条
の
九
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
第
四
十
条
」
の
下
に
「
並
び
に
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年

法
律
第
九
十
六
号
）」を
加
え
、「
事
務
（
同
法
」
を
「
事
務
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
に
、「
同
法
及
び
同
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
及
び
同
令
並
び
に
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
」
に
改
め
る
。
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（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎




